
 

 

山梨県病児・病後児保育施設整備事業費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

  第１条 知事は、病児保育事業の推進を図ることを目的として、市町村又は社会福祉法人、

学校法人、公益社団法人、公益財団法人、特例社団法人、特例財団法人及び日本赤十字社

並びに医療法（昭和２３年法律第２０５号）第７条の規定に基づき許可を受けた病院、診

療所及び同法第８条の規定に基づき届出をした診療所の開設者（以下「社会福祉法人等」

という。）が行う病児・病後児保育施設の整備に要する経費に対し、予算の範囲内におい

て補助金を交付するものとし、その交付に関しては山梨県補助金等交付規則（昭和３８年

山梨県規則第２５号。以下「規則」という。）に規定するもののほか、この要綱によるも

のとする。 

 

（定義） 

 第２条 この要綱において「病児・病後児保育施設」とは、児童福祉法（昭和２２年法律第

１６４号）第６条の３第１３項に基づく病児保育事業を実施するための建物をいい、その

他の用語の意義は、平成２７年７月１３日府子本第２０２号内閣総理大臣通知の別紙「子

ども・子育て支援整備交付金交付要綱」（以下「国交付要綱」という。）の例による。 

 

（補助対象） 

  第３条 この補助金は、第１条の趣旨に基づき市町村又は社会福祉法人等が設置する病児・

病後児保育施設の整備に要する経費を補助の対象とする。 

 

（補助対象外） 

  第４条 この補助金は、次に掲げる費用については補助対象としないものとする。 

（１）土地の買収又は整地に要する費用 

（２）既存建物の買収（既存建物を買収することが建物を新築することより効率的である

と認められる場合における当該建物の買収を除く。）に要する費用 

（３）門、囲障、構内の雨水排水設備、構内通路等の外構整備にする費用  

（４）その他整備費として適当と認められない費用                   

 

（交付額の算定方法） 

第５条 この補助金の交付額は、国交付要綱別表２又は４の第３欄の種目ごとに、第４欄に

定める基準額と第５欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を選定し、

この額と第１欄の区分の総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額（整備者が社会

福祉法人等の場合は、寄付金収入額は控除しないものとする。）とを比較して少ない方の額

に第６欄に定める県の負担割合を乗じて得た額の範囲内とする。ただし、算出された額に

１，０００円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。 

 

（交付申請） 

  第６条  補助金の交付を受けようとする者は、規則第４条の規定により補助金交付申請書（第

１号様式）を別に定める期日までに知事に提出して行うものとする。 

 

（交付条件） 

  第７条 規則第６条の規定による補助金の交付の条件は、次の各号によるものとする。 

（１） 次のものを変更する場合には、事業変更承認申請書（第２号様式）を知事に提出し

なければならない。 

       ア 事業に要する経費の配分の変更をする場合 

       イ 事業の内容のうち、建物の規模又は構造（施設の機能を著しく変更しない程度の

軽微な変更であって、補助金の額の増額を伴わないものを除く。）を変更する場合 



 

 

    ウ 建物の用途、設置場所の変更をする場合 

（２） 事業を中止し、又は廃止する場合は、事業中止（廃止）承認申請書（第３号様式）

を知事に提出しなければならない。 

（３） 事業が予定の期間内に完了しない場合、又は事業の遂行が困難となった場合には、

速やかに知事に報告して、その指示を受けなければならない。 

（４） 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに取得価格又

は効用の増加の価格が単価５０万円以上の機械及び器具については、補助金等に係る

予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令第２５５号。以下「適正化

法施行令」という。）第１４条第１項第２号の規定により、内閣総理大臣が別に定め

る期間を経過するまでは、知事の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して

使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならな

い。 

（５） 知事の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の

全部又は一部を県に納付させることがある。 

（６） 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても

善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければな

らない。 

（７） 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地

方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税仕入控除税額

報告書（第９号様式）により速やかに知事に報告しなければならない。 

また、知事に報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除額

の全部又は一部を県に返還させることがある。 

（８） 補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書（第４号様式）を作

成し、これを事業完了後５年間保管しておかなければならない。 

      ただし、事業により取得し、又は効用の増加した財産がある場合は、前記の期間を

経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は適正化法施行令第１４条第１項第２

号の規定により、内閣総理大臣が別に定める期間を経過するいずれかの遅い日まで保

管しておかなければならない。 

（９） 事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、

契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならな

い。 

（10） 社会福祉法人等が事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付す

るなど地方公共団体が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。 

（11)  この補助金に係る補助金の交付と対象経費を重複して、お年玉付き郵便葉書等寄付

金配分金又は公益財団法人ＪＫＡ若しくは公益財団法人日本財団の補助金の交付を受

けてはならない。 

２ 市町村が社会福祉法人等に対して、この補助金を財源の一部として補助金を交付する

場合、以下の条件を付さなければならない。 

ア 前項（１）、（２）、（３）、（５）、（６）、（９）、（10）及び（11）に掲げ

る条件 

この場合において、「知事」とあるのは「市町村長」と、「県」とあるのは「市町

村」と読み替えるものとする。 

イ 事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得

し、又は効用の増加した価格が単価３０万円以上の機械及び器具については、適化法

施行令第１４条第１項第２号の規定により、内閣総理大臣が別に定める期間を経過す

るまで、知事の承認を受けないでこの交付金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、

交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。 

ウ 事業に係る収支及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収支及び支出に関する証

拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を業の完了の日（事業の中止又は廃止



 

 

の承認を受けた場合には、その承認を受けた日）の属する年度の終了後５年間保管し

ておかなければならない。 

ただし、事業により取得し、又は効用の増加した財産がある場合は、前記の期間を

経過後、当該財産の財産処分が完了する日又は適正化法施行令第１４条第１項第２号

の規定により、内閣総理大臣が別に定める期間を経過するいずれかの長い日まで保管

しておかなければならない。 

エ 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により交付金に係る消費税及び地

方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税仕入控除税額

報告書（第９号様式）により速やかに知事に報告しなければならない。なお、補助事

業者が全国的に事業を展開する組織の一支部（又は一支社、一支所等）であって、自

ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部（又は本社、本所等）で消費税及び地

方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告

を行うこと。 

３ 前項により付した条件に基づき市町村長が承認又は指示をする場合には、あらかじめ

知事の承認又は指示を受けなければならない。 

４ 社会福祉法人等から財産の処分による収入の全部又は一部の納付があった場合には、

その納付額の全部又は一部を県に納付させることがある。 

 

（変更交付申請） 

  第８条 この補助金の交付決定後の事情の変更により、申請の内容を変更して追加交付の申

請等を行う場合には、第６条に定める申請手続きに従い別に指示する日までに行うものと

する。 

 

（事業着工報告等） 

  第９条 工事に着手したときは、工事着工報告書（第５号様式）により工事に着手した日か

ら５日以内に、また、工事の進捗状況については、工事進捗状況報告書（第６号様式）に

より各年度１２月末現在の状況を翌月１０日までに知事に報告するものとする。 

 

（補助金の交付） 

 第 10 条 この補助金は、事業完了後検査のうえ交付するものとする。 ただし、知事が必要

と認めたときは、概算払いをすることができる。 

    ２  前項の規定により概算払いを受けようとするときは、概算払請求書（第７号様式）を

知事に提出しなければならない。 

 

（実績報告） 

  第 11 条  規則第１２条第１項の規定による事業実績報告書（第８号様式）は、事業完了後若

しくは廃止の承認を受けた日から起算して１か月以内、又は翌年度４月５日のいずれか早

い期日までに提出しなければならない。なお、事業が翌年度に渡るときは、補助金が交付

された年度の翌年度の４月２５日までに、年度実績報告書（第１０号様式）を知事に提出

しなければならない。 

 

    

附  則 

 この要綱は、平成３０年４月２３日から施行する。 

 


